
議案第２５号 

「板橋区子ども読書活動推進計画2030」素案について 

上記の議案を提出する。 

 令和７年５月１２日 

提出者 板橋区教育委員会教育長 長沼 豊 

 

「板橋区子ども読書活動推進計画2030」素案について 

 

「板橋区子ども読書活動推進計画2030」素案について下記事項を審議す

る。 

               記 

 

１ 「板橋区子ども読書活動推進計画2030」素案 

  別紙のとおり 

 

（提案理由） 

 板橋区子ども読書活動推進計画2030の策定にあたり、素案を決定する必 

 要がある。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 

教 育 委 員 会 資 料 

令和７年５月 12 日 

中 央 図 書 館 

１ 計画策定にあたって

 

子どもの読書活動の推進に関する法律に基づき、国や都の計画や方針等を踏まえて 5か年ご

とに計画を策定してきました。前策定計画第３期計画では、学力の向上や資質能力の育成に大き

く貢献することや日常生活では得られない経験や体験を通して本の「楽しさ」や本の「魅力」を多

くの子どもたちに伝えられるよう成長期に合わせた取り組みを展開してきました。近年のデジタ

ル技術の進歩等、子どもの読書活動へ大きな影響を与える環境の変化もあり、中央図書館で毎

年行う読書についてのアンケート調査では、中学生の不読率が上昇傾向にあり、ティーンズ世代

に有効な取組が必要となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆板橋区子ども読書活動推進計画 

（１） 計画策定の背景 

国「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」（第五次）、都「第四次東京都子供読書活

動推進計画」（第四次）を踏まえた計画として、「板橋区子ども読書活動推進計画2030」を策定

します。 

（２） 国・都の計画 

【国の基本方針】 

１ 不読率の低減 

２ 多様な子どもたちの読書機会の確保 

３ デジタル社会に対応した読書環境の整備 

４ 子どもの視点に立った読書活動の推進 

【都の計画の目指すもの】 

１ 乳幼児期からの読書習慣の形成 

2 学習の基盤となる資質・能力の育成のための 

 読書活動の推進 

３ 特別な配慮を必要とする子供の読書環境整備

の推進 

４ 読書の質の向上 

（３） 計画の位置付け 

 令和８年度 

(2026 年度) 
令和９年度 

(2027 年度) 
令和 10 年度 

(2028 年度) 
令和 11 年度 

(2029 年度) 
令和 12 年度 

(2030 年度) 
令和 13 年度 

(2031 年度) 
令和 14 年度 

(2032 年度) 
令和 15 年度 

(2033 年度) 
令和 16 年度 

(2034 年度) 
令和 17 年度 

(2035 年度) 

 

         

 

 
        

                 

                   

（４） 計画の期間 

（５） 計画の策定体制 

「板橋区子ども読書活動20２５」の振り返り 

分析 

意見 評価 現状 

めざす子どもの姿 

基本的視点 

 基本方針 1 基本方針2 基本方針 1 

具体的取組 

「板橋区子ども読書活動推進計画2030」

の策定背景 

板橋区の現状・計画策定にあたっての意見 

計画の方向性 

参考資料 各参考資料 

2 素案の全体像

 

「              ２０３０」素案概要 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 板橋区の現状・計画策定にあたっての意見

 

（１）第三期計画の取組状況と評価 

◆基本方針 

①子どもの読書のための環境の整備・充実 

②子どもの年齢・発達の段階に応じた取組 

③家庭・地域・学校との協力、連携による取組 

 

64の事業を実施 

取組の対象（関連する基本方針） 
事業

数 

評価 第四期計画への反映 

順調 低調 拡充 継続 改善 終了 

乳幼児を対象とした取組①② 13 13 0 4 8 0 1 

小学生を対象とした取組①② 14 14 0 3 13 0 0 

中学生を対象とした取組①② 12 12 0 1 10 1 0 

中高生世代を対象とした取組①② 6 6 0 0 6 0 0 

特別な支援を必要とする子どもたちへの取組

①② 
7 6 1 1 5 0 1 

家庭・地域・学校との協力、連携による取組③ 12 12 0 1 10 1 0 

 

 第三期計画の64事業は対象年齢別に設定しているため、一部事業が重複しています。 

第四期計画では基本方針に沿った取組分類とし、事業重複がおこらないように年度評価を

行います。 

【評価】※複数部署で実施している取組は総合的に判断している 

順調：計画どおりに順調に実施したもの 

低調：計画どおりに実施できなかったもの 

 【第四期計画への反映】 

拡充：引き続き計画に位置づけて今後の取組を拡大・充実していくもの 

継続：引き続き計画に位置づけて定着化していくもの 

改善：引き続き計画に位置づけるが、実施方法について改善が必要なもの 

終了：目標を達成したもの、他事業と整理・統合したもの、成果の見込みがない 

ため取組内容を終了するもの、見直しにより不要とするもの 

（２）板橋区立中央図書館にて毎年実施している「読書についてのアンケート調査」より 
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小学生が横這いに対して中学生は増加傾向 

 
【調査対象】 

小学校：区立小学校６～13校 

※令和３年度より第三期計画に移行して 

いるため、対象学校数が異なる 

  中学校：区立中学全校各学年から１学級抽出 

※不読率 １か月に本を読まなかった児童・生徒の割合 

（３）「「板橋区子ども読書活動推進計画 2030」の策定に向けた読書に関するアンケート

調査」を実施 
調査対象：区立小中学校 児童・生徒（小２、小５、中２（８年生））及び保護者 

     対象児童・生徒数 10,957 人 

学年 
好き・どちらかと

いえば好き 

きらい・どちらかといえば

きらい 
その他 

小学２年生 89.5％ 7.8％ 2.7％ 

小学５年生 85.5％ 14.1％ 0.4％ 

中学２年生（８年生） 72.7％ 26.6％ 0.7％ 

 

学年 週１回くらい 月１回くらい 利用していない その他 

小学２年生 59.2％ 24.1％ 14.2％ 2.5％ 

小学５年生 31.4％ 40.0％ 27.9％ 0.7％ 

中学２年生（８年生） 13.3％ 26.7％ 59.5％ 1.2％ 

 

【調査結果の一部を抜粋】 

 
◆読書の好ききらいについて 

 

●読書が好きになったきっかけ 

 ①本を読むと面白い 

②好きな本と出会った 

③本を読むと知識がつく 

●読書がきらいな理由 

①面白くない 

②好きな本がない 

③本を読んで勉強したくない 

◆電子書籍の利用状況 

 

◆学校図書館の利用状況 

 

●学年が高くなるほど利用率が少なくなる傾向 

学年 利用したことがある 利用したことがない その他 

小学２年生 34.7％ 62.8％ 2.5％ 

小学５年生 33.5％ 66.2％ 2.8％ 

中学２年生（８年生） 37.0％ 62.4％ 0.6％ 

 ●学年による大きな差はない 

（４）子どもたちの意見 

本計画の策定にあたり、小学生から高校生までを対象にアンケート調査やヒアリングを

行い、日常の読書活動に関する考えや希望、また、図書館や学校と図書室の利用状況等に

ついて多様な意見を収集しました。得られた意見は、策定の基本的視点や施策の基本的方

針の検討に活用するなど、子どもの視点を反映した計画の策定に努めました。 

◆実施概要 
① 「「板橋区子ども読書活動推進計画2030」の策定に向けた読書に関するアンケート調査」による 

自由記述 

   対象者：区立全小中学校児童・生徒 （小学２年生・５年生、中学２年生（８年生）） 

② 子ども司書への聞き取り 

   対象者：中央図書館子ども司書 15名（小学４年生～６年生） 

③ 中央図書館へ職場体験に来た中学生へのアンケート 

   対象者：中学生 15名（中学2年生（8年生）） 

④ 中央図書館利用者懇談会に参加した子どもから意見徴収  対象者：中学生4名 高校生６名 

⑤ 中央図書館へ図書館見学に来た小学生から意見徴収     対象者：小学生 12名 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の方向性

 

（１）目標と 2030 年にめざす子どもの姿 

板橋区では、これまで子ども読書活動の推進のため様々な取組を進めていますが、時代の

変化が著しく、子どもたちを取り巻く環境も大きく変化しています。しかし、このような中でも、

読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力、想像力等を高め、又は豊かなものに

し、人生をより深く生きる力を身につける上で大切なものです。すべての子どもたちが読書習

慣を身につけ、自主的に読書活動が行えるよう取組むことが重要です。日常生活の中で本がそ

ばにあり、子どもが本を身近に感じられ、本の魅力を知り、自然と本を読むことができる環境

をつくります。本計画における目標とめざす子どもの姿は以下のとおりです。 

◆目  標：本にふれる、本を読む、本を好きになる子どもが増える。 

◆めざす子どもの姿：すべての子どもたちが、読書習慣を身につけ、自主的に読書活動を行っている。 

（２）策定の基本的視点 

めざす姿を達成するために基本的な視点として以下の３点を重視し、基本方針を策定しました。 

① 子どもがアクセスしやすい学校図書館 

② 子どもから子どもへのアプローチ 

③ すべての子どもに必要なサービスの提供 

１ 子どもの視点に立った取組を実施し、読書の習慣化をめざす 
（１） 読書への興味喚起 

（２） 自主性の育成 

（３） 価値ある知識に出会える環境の設定 

 

２ 身近な人々の協力によって、子どもが自由に本と触れ合える環境をつくる 

（１） 乳幼児期の読み聞かせの推進 

（２） 小中学校・幼稚園・保育園における読書環境の充実 

（３） 子どもと本をつなぐための地域での取組みを推進 

 

３ 多様な子どもたちに適応した読書に関する制度・環境を整備する（読書バリア 

フリー法の考え方を含む） 
(1) 多様なニーズに対応した資料の充実と活用 

（２） 新しい技術を導入した読書環境の整備及び図書館の使い方を提供 

（３） 安心して学べる場の提供とデジタルリソースへのアクセスの確保 

 

（３）基本方針 

（４）指標 

 

指標 対象 
令和６年度 

実績 

① 不読率（1か月間に本を読まなかった児童・生徒の割合） 
小学生 10.2％ 

中学生 14.1％ 

② 本が好き・どちらかといえば好きな子の割合 
小学生 88.6％ 

中学生 72.2％ 

③ 1人あたりの学校図書館の貸出冊数 
小学校 41.6冊 

中学校 4.0冊 

④ 区立図書館から学校図書館への団体貸出冊数 
小学校 16,320冊 

中学校 715冊 

数値の改善を 

2030年数値の改善を

めざします 

※①②については、毎年中央図書館で実施している「読書についてのアンケート調査」より評価する。 

（５）「絵本のまち板橋」と子どもの読書活動推進に関わる事業例 

・絵本づくりワークショップ（小学生向け・中学生向け） 

・サラボルサ児童図書館との連携企画 

（ぬいぐるみおとまり会、わらべ歌収集ワークショップなど） 

・海外絵本を活用したイベント 

（子ども向けスタンプラリー「本で世界をひとまわり」など） 

・ボローニャ・ブックフェア in いたばし 

・英語絵本の活用（専門家によるレクチャー、外国語おはなし会など） 

・いたばし国際絵本翻訳大賞（中学生英語部門） 

・「小さな絵本館」の設置 

・子ども絵本棚プロジェクト 

・絵本のまち広場（区民まつり） 

 

 

◆絵本を中心とした豊かな文化が息づくまちをめざします。 
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６ 計画策定の経緯 

図



2 

１ 計画策定の背景 

国では、平成13年12月に施行された 「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づいて、

全ての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができ

るよう、環境の整備を積極的に推進することを基本理念とする 「第一次子どもの読書活動の

推進に関する基本的な計画」を平成14年８月に策定しました。また、平成20年３月には同第

二次計画、平成25年５月には同第三次計画、平成30年４月には同第四次計画が策定され、令

和５年３月には、令和５年度から令和９年度までの５年間の子ども読書活動推進に関する基

本方針と具体的方策を明らかにする 「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画 （第五

次）」（以下「第五次計画」という。）が策定されました。 

板橋区では、国や都の計画や方針等を踏まえて、第一期計画 （平成22年度～平成27年度）、

第二期計画 （平成28年度～令和２年度）及び第三期計画 （令和３年度～令和７年度）を策定

し、学力向上や資質能力の育成に大きく貢献することをはじめ、日常生活では得られない経

験や体験を通して、本を読むことの 「楽しさ」や本の 「魅力」を、多くの子どもたちに伝え

られるよう、成長時期にあわせた取組を展開してきました。 

この間、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や、GIGAスクール構想に基づく１人１台端

末などの学校のICT環境整備といった、子どもの読書活動へ大きな影響を与える環境の変化

がありました。また、令和４年１月に策定された第６次 「学校図書館図書整備等５か年計画」

や同年６月に閣議決定された 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」等により、子どもの

読書環境の整備が進められています。 

こうしたことを踏まえ、板橋区では、令和７年度に第三期計画期間の最終年度を迎えたこ

とから、第四期となる 「板橋区子ども読書活動推進計画2030」 （以下 「本計画」という。） （令

和８年度～令和12年度）を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板橋区立中央図書館 
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２ 国・都の計画 

（１）国「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（第五次）」 

令和５年３月に策定された国の第五次計画 （令和５年度～令和９年度）では、社会の変化

が加速度を増し、複雑で予測困難となっている時代において、必要とされる資質 ・能力を育

む上で、読解力や想像力、思考力、表現力等を養う読書活動の推進は不可欠であり、全ての

子どもたちが読書活動の恩恵を受けられるよう、以下の４点を考慮し、社会全体で子どもの

読書活動を推進することとしています。 

 

 

 

 

（２）第四次東京都子供読書活動推進計画 

令和３年３月に策定された「第四次東京都子供読書活動推進計画」（令和３年度～令和７

年度）では、第三次計画での考え方を基本としつつ、国の第四次基本計画や、昨今の読書に

関わる動向を踏まえ、学校 （園）、図書館、家庭 ・地域、行政が連携して都内の子供の読書環

境を整え、子供の主体的 ・自発的な読書活動を、その発達段階に応じて推進していくために、

以下の４つを新たな基本指針として計画を推進しています。 
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３ 計画の位置づけ 

 

板橋区では 「板橋区基本構想」において、区の将来像を 「未来をはぐくむ緑と文化のかが

やくまち“板橋”」としてその実現をめざし、教育委員会では「板橋区教育ビジョン2025」、

「いたばし学び支援プラン2025」を策定し、取組を進めています。 

本計画は、「いたばし学び支援プラン2025」の下位計画として、板橋区における子どもの

読書活動推進に向けた施策の方向性と取組を計画するものとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の期間 

 

本計画の期間は、令和８年度から令和12年度までの５年間とし、必要に応じて見直しを行

います。 

 

         

          



5 

５ 計画の策定体制 

 

本計画は、学識経験者、関係機関の代表者、図書館関係者及び公募区民等で構成される 「子

ども読書活動推進計画検討委員会」において議論し、関係部局と連携して策定しました。ま

た、計画の策定にあたって、広く区民から意見を求めるため、各種アンケート調査やパブリ

ックコメントを実施しました。 

 

 

６ 計画策定の経緯 
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第２章  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

板橋区の現状・計画策定にあたっての

意見 

 

１ 第三期計画の取組状況と評価 

２ 各種調査結果からみえる現状 

３ 計画策定にあたっての意見 

図
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１ 第三期計画の取組状況と評価 
（１）第三期計画の概要 

① 計画の目標 

様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となるよ

う、板橋区の子どもたちの持つ資質 ・能力を育成するために、読書活動を通じた読み解く力、

他者への思いやりと人間関係を築く力を育てる。 

 

② 基本方針 

基本方針１ 

子どもの読書のための 

環境の整備・充実 

基本方針２ 

子どもの年齢・発達の 

段階に応じた取組 

基本方針３ 

家庭・地域・学校との 

協力、連携による取組 

区立図書館の積極的なアプロ

ーチと情報発信により、児童館、

保育所、幼稚園、小学校、中学

校、学校図書館等、１日の大半

を過ごす関連施設との一体的な

取組として、子どもの読書環境

の整備・充実をめざす。 

読書が子どもたちに与える影

響や子どもたちの持つ適応力を

見極めながら、子どもの年齢・

発達の段階に応じた効果的な取

組を進めていくよう、理解・啓

発に努める。 

日常的に様々な本との出会い

を実現するために、家庭や地域

の大人をはじめ、社会全体で読

書の普及に努める。また、学校

教育においては、学校図書館を

活用した読書習慣の形成と探究

的な学習の実現に取り組む。 

（２）主な取組状況 

子ども司書制度の創設 

令和５年度より、本の分類や図書館の仕事についてなどを学ぶ、「子ども司書講座」を実

施し、子ども司書が誕生しました。中央図書館のイベント協力や読書の楽しさを伝えるリー

ダー的役割を担う人材として、読書活動の推進に努めました。 

 

家庭読書（うちどく）の日の定着 

家族間のコミュニケーションを促進し、読書週間の形成を目的として、毎月23日を家庭読

書（うちどく）の日とし、PR・普及に努めています。 

 

ティーンズコーナーの充実 

各図書館にて、職場体験の中学生が作成したPOPとおすすめ本の展示や、図書館と地域の

中学校が連携して作成したブックリストの配布等を行いました。 

また、グループ学習に利用できる中央図書館の「ティーンズルーム」、区立図書館の視聴

覚室などを利活用した学習スペースの提供など、ティーンズ世代の居場所づくりを推進して

います。 

 

 

 



9 

絵本づくりワークショップ 

子どもたちの表現力と豊かな想像力を育むとともに、絵本をきっかけとして読書活動の推

進につなげるワークショップを実施しました。中学生については、区内印刷 ・製本企業と連

携し、本格的な絵本制作を行いました。 

 

 

小さな絵本館 

小さな絵本館は、いつでも誰でも絵本を読むことができる場として、板橋区内の施設 ・店

舗にご協力をいただき、設置してきました。令和５年度からは、地域館の重点目標の一つに

設置が場所の増加を組み入れ、年々増加しています。また、イラストレーターにご協力いた

だき、オリジナルデザインのパネルを作成し、統一的な周知を積極的に展開しています。 

 

いたばし国際絵本翻訳大賞 

英語とイタリア語の絵本の翻訳作品のコンテストを実施してきました。海外の文化に触れ、

国際理解を育み、表現力や英語力を高めることを目的に、中学生を対象とした中学生部門 （英

語の翻訳のみ）も一般部門と併せて実施し、受賞者を表彰しました。第30回（令和５年度）

を記念して、淑徳大学学生と協力し、YouTubeでPR動画を作成し発信しました。 

 

（３）取組事業に対する評価 

取組の実施状況に対する評価を行ったところ、全64事業のうち、63事業が 「順調」に進ん

でおり、「低調」は１事業となっています。低調となった１事業については、事業対象者のニ

ーズを捉えることができなかったことが原因であると考えられます。第四期計画では、子ど

もの意見などを取り入れた有効的な事業を展開します。 

第三期計画の64事業は対象年齢別にして設定しているため、一部事業が重複しています。

第四期計画では基本方針に沿った取組分類とし、事業重複がおこらないように年度評価を行

います。 
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２ 各種調査結果からみえる現状 

※各種アンケート調査の概要等は●ページ～●ページを参照 

（１）不読率について 

板橋区立中央図書館では、毎年 「読書についてのアンケート調査」を実施しています。調

査結果において、子どもと読書の関わりが顕著に表れるのが不読率の数値であり、小学生は

7.7％から10.7％の間、中学生は7.3％から15.2％の間を推移しています。また、計画策定に

あたって東京都と同様の設問で実施した不読率の調査においては、板橋区の不読率が東京都

より高くなっています。 

（２）読書の好ききらいについて 

子どもの読書の好ききらいについてみると、「好き」と 「どちらかといえば好き」と合わせ

ると、小学２年生では89.5％、小学５年生では85.5％、中学２年生では72.7％を占めていま

す。一方、学年が高くなるほど 「好き」が減少し、「きらい」と 「どちらかといえばきらい」

が増加しており、不読率の推移と同様の傾向となっています。 
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（３）読書への興味喚起について 

読書が好きになったきっかけは 「本を読むと面白い」が71.3％で最も多く、次いで 「好き

な本と出会った」が55.6％となっています。一方、読書がきらいな理由としては 「本を読む

ことが面白くない」が48.2％で最も多く、次いで 「好きな本がない」が38.5％となっており、

読書への興味喚起の視点として、本を面白いと思うきっかけづくりや好きな本との出会いが

重要であることがうかがえます。また、「本を読むと知識がつく」と 「小さな頃、読み聞かせ

をしてもらった」が３割を超えており、価値ある知識との出会いや読み聞かせなどの周囲の

働きかけといった視点も重要となります。 

（４）読書をしなかった理由について 

読書をしなかった理由は、半数が 「読みたい本がなかった」と回答しています。また、部

活や習い事など、さまざまな理由で 「時間がなかった」との回答も多く挙げられており、テ

ィーンズ世代のニーズに合った取組を推進するとともに、読書をより身近に感じることがで

きる環境づくりが重要となります。 

( 6 )



12 

（５）図書館の利用状況について 

令和５年10月から半年間の学校図書館の利用状況をみると、小学２年生では 「週１回くら

い」の利用が59.2％を占めていますが、中学２年生では13.3％にとどまるとともに 「利用し

ていない」が59.5％を占めており、学年が高くなるほど学校図書館を利用しない子どもが多

くなることがうかがえます。また、学校以外の図書館の利用状況も同様の傾向がみられ、学

校図書館よりも利用頻度は少なくなっています。 

（６）電子書籍の利用状況について 

板橋区では、令和６年４月から学校配布のChromebookでの電子書籍の利用を開始しています。 

利用状況は、３割強から４割弱の利用割合となっており、学年による大きな差はみられま

せん。 
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（７）子どもの読書活動を推進するために必要なことについて 

子どもの読書活動を推進するために必要なことについて、児童 ・生徒では 「学校で読書の

時間が増える」が47.3％で最も多く、以下 「身近な人と一緒に図書館や本屋へ行く」が34.8％、

「身近な人に本を読んでもらえる」が28.4％などとなっています。また、保護者では 「身近

な人と一緒に図書館や本屋へ行く」が60.6％で最も多く、以下 「身近な人が本の読み聞かせ

などをする」が54.4％、「学校で読書の時間を増やす」が43.2％などとなっています。 

児童 ・生徒と保護者の上位３項目は共通しており、学校での読書の時間を増やすことと身

近な人の働きかけが重要視されています。 
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３ 計画策定にあたっての意見 

（１）子どもたちの意見 

本計画の策定にあたっては、「こども基本法」（令和４年法律第77号）の趣旨を踏まえ、子

ども自身の意見を尊重し、本計画に反映することを目的として、区内の児童 ・生徒を対象と

した意見聴取を実施しました。 

具体的には、小学生から高校生までの子どもたちを対象にアンケート調査やヒアリングを

行い、日常の読書活動に関する考えや希望、また図書館や学校図書館の利用状況等について

多様な意見を収集しました。得られた意見は、策定の基本的視点や、施策の基本方針の検討

に活用するなど、子どもの視点を反映した計画の策定に努めました （具体的な意見の一部を

第４章の下部に掲載しています）。 

 

① 本計画策定にあたり実施した読書に関するアンケートの自由記述 

② 子ども司書への聞き取り 

③ 中央図書館へ職場体験に来た中学生へのアンケート 

④ 中央図書館利用者懇談会での意見 
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（２）検討委員会での意見 

本計画の策定にあたり子ども読書活動推進計画検討委員会の議論のなかで、策定委員より

多くの意見をいただきました。 
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第３章  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の方向性 

 

１ 目標と2030年にめざす子どもの姿 

２ 策定の基本的な視点 

３ 基本方針 

４ 指標

図
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１ 目標と 2030 年にめざす子どもの姿 

板橋区ではこれまで子ども読書活動を推進するため様々な取組を進めていますが、時代の

変化が著しく、子どもたちを取り巻く環境も大きく変化しています。 

しかし、このような中でも、読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力、想

像力等を高め、又は豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につける上で大切なもの

です。すべての子どもたちが読書習慣を身につけ、自主的に読書活動が行えるよう取組むこ

とが重要です。日常生活の中で本がそばにあり、子どもが本を身近に感じられ、本の魅力を

知り、自然と本を読むことができる環境をつくります。本計画における目標とめざす姿は、

以下のとおりです。 
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２ 策定の基本的な視点 

2030年にめざす姿を達成するために基本的な視点として、子どもがアクセスしやすい学校

図書館、子どもから子どもへのアプローチ、すべての子どもに必要なサービスの提供、この

３点を重視し、子どもの読書活動を推進していきます。 
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３ 基本方針 

 

2030年にめざす子どもの姿の達成に向け、策定の基本的な視点に基づき、子どもの読書活

動を推進するための基本方針を、以下の３つの柱で進めます。 

 

 

基本方針１ 

 

 

子どもの視点に立った 

取組を実施し、 

読書の習慣化をめざす 

基本方針２ 

 

 

身近な人々の協力によって、 

子どもが自由に本と 

触れ合える環境をつくる 

基本方針３ 

 

 

多様な子どもたちに適応した 

読書に関する制度・環境を 

整備する 

（読書バリアフリー法の考え方を含む） 

１-（１）読書への興味喚起 ２- （１）乳幼児期の読み聞かせの

推進 

３- （１）多様なニーズに対応した

資料の充実と活用 

１-（２）自主性の育成 ２- （２）小中学校 ・幼稚園 ・保育

園における読書環境の

充実 

３- （２）新しい技術を導入した読

書環境の整備及び図書

館の使い方を提供 

１- （３）価値ある知識に出会える

環境の設定 

２- （３）子どもと本をつなぐため

の地域での取組を推進 

３- （３）安心して学べる場の提供

とデジタルリソースへ

のアクセスの確保 

４ 指標 

 

子ども読書活動の推進に向けた取組の進捗状況や効果を的確に把握し、計画的かつ継続的

な改善を図るために、以下のとおり計画の指標を設定します。 
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第４章  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取組 

 

１ 子どもの視点に立った取組を実施し、読書の習慣化を

めざす 

２ 身近な人々の協力によって、子どもが自由に本と触れ

合える環境をつくる 

３ 多様な子どもたちに適応した読書に関する制度･環境

を整備する 

４ 取組一覧 

図
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１ 子どもの視点に立った取組を実施し、読書の習慣化をめざす 
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 読書への興味喚起 

年代・特色に合わせた展示・イベントの実施 

読書への興味を深め、図書館利用の推進を目的として、

子どもの成長に合わせた取組を実施します。 

乳幼児には手遊びなど遊びの要素を入れた読み聞かせ、

小中学生には学校の学習内容に関連した本の特集展示やワ

ークショップなどの参加型のイベントを展開します。 

 

おすすめ本のリスト作成と紹介 

新しい本との出会いを目的として、学校の先生と区立図

書館の司書の協議により、年齢に応じたおすすめ本のリス

トを作成し、区立図書館やホームページで紹介します。新

しい本や知らなかったジャンルの本を紹介することで、子

どもの読書意欲を高めます。また、共通の本を読むこと

で、子ども同士の対話や交流のきっかけとなります。 

 

  

「絵本づくりワークショップ」の開催 

作品を完成させる達成感を覚え、作る楽しさと絵本の魅

力を伝えることを目的として、絵本づくりワークショップ

を実施します。自分だけの物語を考え、絵を描き、言葉を

選ぶ過程で、子どもたちは想像力を膨らませ、自己表現の

喜びを体験します。 

中学生においては、区内印刷・製本企業と協力し、本格

的な絵本を作製します。 

 

サラボルサ児童図書館との連携企画の実施 

中央図書館と姉妹図書館であるイタリアボローニャ市の

サラボルサ児童図書館と連携企画を実施し、子どもが絵本

に興味を持つきっかけを創出します。 

人気企画の「ぬいぐるみおとまり会」では、子どものお

気に入りのぬいぐるみが中央図書館に宿泊、サラボルサ児

童図書館に行ったり、図書館のバックヤードを見たりする

様子を SNS で発信し、「ぬいぐるみが気に入った絵本」を子

どもに貸し出しています。 
 

 

 

 

  

子どもに影響力がある人からの本の紹介 メディアで取り上げられた本の紹介 
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（３）自主性の育成 

子ども司書活動の充実 

学校や地域において読書活動を推進し、将来のキャリア

形成につなげることを目的として、子ども司書活動を支援

します。 

本や図書館に関する講座を受講し、認定を受けた子ども

司書は、読書の楽しさを伝えるリーダー的役割を担いま

す。 

 

子ども向け事業でのポイント制の実施  

子どもの継続的な読書習慣の形成を促進することを目的として、子ども事業でのポイント

制を実施します。読書をポイント化し、達成感と小さなプレゼントを組み合わせることで、

読書への動機づけを高めます。最終的には、プレゼントがなくても自ら本を手に取る、生涯

にわたる読書習慣の基盤づくりをめざします。 

 

本を介した交流会の実施 

子どもたちが新しい本に出会い、更なる読書欲を引き出

すため、おすすめの本やお気に入りの本を紹介するビブリ

オトーク、面白いと思う本の紹介と意見交換を行うビブリ

オバトルなどを実施します。子ども同士や周りの大人と本

について語り合い、本を通して交流する機会を作ります。 

 

 

海外絵本を活用したイベントの実施 

 海外絵本を通じて海外の物語や文化に触れる機会を提供

します。 

中央図書館の子ども向けスタンプラリー「本で世界をひと

まわり」では、毎月「うちどくの日」（家庭読書の日）に合

わせ、一つの国・地域をテーマにした絵本・児童書を展

示、本の貸出時・返却時にパスポートを模した台紙にスタ

ンプを押印し、１２か国分の押印達成で記念品をプレゼン

トします。 

 

 

 

 

 

ビブリオバトルの実施 本の魅力を伝え合う場所をつくる 
読書スタンプラリーなど、ポイントを貯めて 
プレゼントがもらえるイベントを実施 
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（４）価値ある知識に出会える環境の設定 

年代に合わせた蔵書の充実 

子どもの成長に合わせた切れ目のない蔵書展開を実現す

るため、乳幼児から児童、児童からティーンズといった次

の世代への橋渡しとなるような本の購入を進めます。ま

た、当事者である子どもや関係施設に対してニーズ調査を

行うなどして、各年代の関心に合わせた本の充実を図りま

す。 

 

子どものニーズ把握とレファレンスの充実 

図書館の児童サービス担当者は、業務を通じて把握した

子どものニーズやレファレンス事例を児童担当者会議等で

共有し、選書や子どもの読書のサポートに活用します。 

また、研修の受講や勉強会の実施により、知識の向上を

図ります。 

絵本から幼年童話への移行サポート、読書が苦手な子ど

もへのアプローチを積極的に行い、子どもと良書をつなげ

ます。 

 

 「ボローニャ・ブックフェアinいたばし」の開催 

多言語の絵本との出会いから、子どもが絵本に興味を持

つ機会を提供するために、お気に入り投票などの参加型多

言語絵本展示、外国語おはなし会などを中央図書館で実施

します。また、ミニ・ボローニャブックフェアと称し、区

立図書館で巡回展示します。 

「絵本のまち板橋」として、子どもたちに各国の文化・

言語・芸術と出会う場を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
物語の児童書を充実させる マンガを活用して読書に導く 
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２ 身近な人々の協力によって、 

子どもが自由に本と触れ合える環境をつくる 
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（１）乳幼児期の読み聞かせの推進 

「ファーストスマイルブックfromいたばし」（仮名称）の実施 

 

早い段階からの家庭での読み聞かせにつなげることを目

的に、妊娠期から子どもが満２歳になるまでに「絵本のま

ち板橋」の特徴を活かした絵本のセットをプレゼントしま

す。 

配付場所の拡充、PR強化、絵本の楽しみを伝え、目標配

付率を達成します。 

  

親子の読み聞かせの推進  

親子のコミュニケーションや本と触れ合うきっかけづく

りを目的に、乳幼児親子だけでなく、プレママ・プレパパ

も対象に加え、絵本の選び方や楽しみ方の実践を伝授しま

す。 

また、妊娠中に読んだ本や赤ちゃんに読み聞かせした本

を記入できる「おやこのどくしょきろく」を配付します。 

場所・対象者・手段・アプローチの拡充により、より多

くの家庭での読書活動の支援を図ります。 

 

乳幼児親子で利用しやすい図書館の推進 

幼い頃から読書習慣を身に付けることを目的に、乳幼児

親子を対象としたおはなし会やイベントの実施、年齢に応

じたおすすめ本リストを配付します。 

乳幼児にとって多感覚を刺激する布絵本などを利用する

ことにより、図書館の日常において子どもの学びを支援し

ます。 

＊図書館には地域団体のご協力により、手作り布絵本が

たくさんあります。 

 

英語絵本の活用 

英語絵本及び英語教育の専門家を講師に招き、乳幼児・

児童の保護者等を対象に、英語絵本の活用方法や選書のレ

クチャーを通じて、英語教育に関心のある保護者等のニー

ズに応えるとともに、いたばしボローニャ絵本館の特色あ

る蔵書の認知度向上と利用増加を図ります。 

 

 
 

 
小さい頃から日常的に本に触れる環境をつくる 
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（２）小中学校・幼稚園・保育園における読書環境の充実 

子どもの過ごす場での取組 

① 図書の充実                ② 読み聞かせの推進 

子どもたちが大半の時間を過ごす学校等の

教育施設やあいキッズなどでの図書の充実を

推進します。 

ブックコーナーや学級文庫などの活用を含

め、ディスプレイを工夫し、良書を提供する

ことで、子どもたちがいつでも本を読むこと

のできる環境を整備します。 

学校での読書時間の確保 

読書習慣を身につけることや、読書を好きになる

こと、落ち着いて学習に臨む姿勢をつくることを目

的に、朝読書をはじめとした学校での読書時間の確

保を図って行きます。 

 

 

学校図書館、幼稚園・保育園の図書館利用推進 

学校図書館では、気軽に利用できる環境を整える

ため、展示などの工夫を行い、司書の在館時間、地

域人材の活用による利用時間の拡大を検討します。 

幼稚園・保育園では、散歩ルートに区立図書館を取

入れることで、幼年期からの図書館利用を推進しま

す。 

 

 

 「いたばし国際絵本翻訳大賞」の開催 

海外絵本の文化に触れ、国際理解を深め、表現力や

英語力を高めることを目的に、中学生部門（英語）を

実施し、受賞者を表彰します。 

いたばしボローニャ絵本館の翻訳大賞コーナーで

は、課題原書や受賞された訳文などを閲覧できます。 

 

 
 

 

子どもたちが絵本に触れる機会を増やし、

本への興味を持ってもらうために、読み聞か

せを推進します。教師、地域の協力者、PTA、

区立図書館サポーターなど、多様な人々が関

わることや年上の子どもによる読み聞かせ

など、異年齢の交流により、子どもたちに豊

かな読書体験を提供することができます。 
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（３）子どもと本をつなぐための地域での取組を推進 

 

図書館サポーターとの協働推進 

図書館サポーターの活動機会・場所を増やし、子どもた

ちの本との出会いや本を通じたコミュニケーションをサポ

ートします。 

また、サポーター講座（研修会）・交流会を開催し、登録

者の技術向上・相互交流を図ります。 

 

区立児童館における取組 

絵本の貸出や読書記録のプレゼントなど、児童館に来た子どもたちとその保護者が気軽に

絵本に親しめる活動を行います。 

また、「ファーストスマイルブックfromいたばし」（仮名称）の配付やイベント等で図書館

と連携をしていきます。 

 

地域資源の活用 

地域の大人や大学生との交流を通じ、より豊かな読書体験が得られることを目的とし、地

域や大学と連携した読み聞かせや絵本をテーマにしたイベントを実施します。連携事業を通

じて、子どもたちの豊かな成長を地域全体で支えます。 

 

 

小さな絵本館の設置を拡充 

区内の各施設協力のもと、「絵本のまち板橋」の一環とし

て誰でも自由に絵本に触れられる場所を作ることを目的

に、小さな絵本館の設置を進めます。また、オリジナルデ

ザインを用いた周知を強化していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
地域イベント（お祭りなど）と連携した本の紹介 

学校で保護者やボランティアが 
実施する読み聞かせを広げる 
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３ 多様な子どもたちに適応した読書に関する制度･環境を整備する 
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（１）多様なニーズに対応した資料の充実と活用 

障がいや多言語等に配慮した資料の提供 

すべての子どもたちが本を読むことができる環境

を提供するため、障がいの有無や言語の違い等に配

慮した資料を収集し提供します。 

また、拡大読書機など読書の補助となる道具の貸

出を行います。 

点字及び音声データをダウンロードできる「サピ

エ図書館」や、音声読み上げ機能やオーディオブック

を利用できる 「板橋区電子図書館サービス」の周知を

強化し、子どもたちの状況に応じた読書活動の支援

を行います。 

・録音資料  ・点字資料 

・さわる絵本、布絵本  ・ＬＬブック 

・大活字本  ・電子書籍 

・外国語資料 ・異文化理解に関する資料 

 

 

多様な子どもたちに対応した事業及び資料の充実 

① それぞれの特性を持つ子どもたちが利用しやす

い図書館にするため、手話や外国語を用いたおは

なし会や障がいに関する啓発展示など、支援機関

と連携した事業の実施を検討します。 

また、子どもの特性に合わせた対応ができるよ

う、図書館職員や学校職員、図書館サポーター等を

対象とした研修や講座を実施します。 

② 海外絵本を知る本の提供 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

いたばしボローニャ絵本館の「世界を知る」コー

ナーでは、子どもたちが様々な国を知るきっかけに

なる本を国や地域ごとに並べています。書棚には、

地図も掲示し、本のラベルには国旗の表示、子ども

たちが書棚に本を戻しやすくしています。 

「セット絵本」コーナーでは、日本語版と外国語版

の絵本が対になっているので、外国ルーツの親子に

も、親子で異なる言語で同一絵本をみることができる

ように配慮した書棚となっています。 

また日本の子どもが多言語の勉強目的で使うことも

できます。翻訳される国によって、表紙や装丁、開き

の向き、場合によっては内容も変わる場合があり、比

べて読むことでいろいろな気づきを促します。 
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（２）新しい技術を導入した読書環境の整備及び図書館の使い方を提供 

一人一台端末を活用した読書活動の推進  

令和６年４月より、板橋区の小中学生は「板橋区

電子図書館サービス」を使って一人一台端末から電

子書籍がいつでも読めるようになりました。 

電子書籍を使った読書が、子どもたちの読書体験

の新しい選択肢の１つとなるよう、学校における読

書時間や各授業の調べ学習等で電子書籍を積極的に

活用します。 

また、小中学生とその保護者に対し、電子図書館

の活用法やおすすめ本の紹介等を（一人一台端末で

配信することで）、読書活動を推進します。 

オープンな学校図書館の拡充  

子どもたちが多く行き来するオープンなスペース

に本棚を設置し、自然と本に触れやすい図書館を作

ります。第１号は令和４年４月に改築した上板橋第

二中学校です。今後改築予定の志村小・志村四中小

中一貫型学校、上板橋第一中学校にも同様の図書館

整備を計画しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

手軽で使いやすい電子書籍をそろえる 
学校で電子書籍を使う機会を増やす 
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（３）安心して学べる場の提供とデジタルリソースへのアクセスの確保 

子どもの居場所づくり  

中央図書館の学習ルームやグループ学習に利用で

きるティーンズルーム、のほか、中高生勉強会事業

「学び i プレイス」への会場提供、区立図書館の視

聴覚室などを利活用した学習スペースの提供など、

子どもの居場所づくりを進めます。 

 

 

 

教育施設への団体貸出 

 

 

 

 

 

 

図書館ホームページの充実・ＳＮＳの活用 

スマートフォンやインターネットの利用頻度の高

い中高生をターゲットに、図書館ホームページやＳ

ＮＳ等を活用した情報発信を充実させます。 

ホームページには 「中高生向けのページ」をリニュ

ーアルし、同世代の子どもたちが書いた本のＰＯＰ

の紹介やショート動画による良書の紹介、区立図書

館のティーンズコーナーの紹介、イベント情報の発

信等を行います。 

ＳＮＳでは、区立図書館を身近に感じてもらえる

ようＸ （旧Twitter）やInstagramを活用した情報の発

信を行っていきます。 

 

 

 
 

 

 

  友達と本についておしゃべりできるスペース 

SNSを活用した 
本の紹介 

区立図書館では団体貸出の要望を見越したテーマ

ごとに集約したブックリストを用いたり、特定の複

本を多数用意したりと、団体貸出の機会と資料充実

に努めています。この取組を教育施設にも広げてい

きます。 
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４ 取組一覧 
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第５章  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 

 

１ 策定にあたり参考にした資料の詳細 

２ 第四期板橋区子ども読書活動推進計画検討委員会 

設置要綱 

３ 第四期板橋区子ども読書活動推進計画検討委員会 

委員・事務局・識見者 

４ 計画策定の経過（詳細） 

図
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１ 策定にあたり参考にした資料の詳細 

（１）読書に関するアンケ―ト 

① 調査目的 

子どもたちの読書を推進するためには、子どもたちが自ら本を手に取り、本のおもしろさ

や楽しさを知り、読書する喜びを身につけていくことが重要です。 

本調査は、子どもの読書活動を推進するために、家庭や地域においてどのような取組や環

境が必要であるかということについて、板橋区や近隣区の小学２年生、小学５年生、中学２

年生（８年生）とその保護者を対象に実施しました。 

② 調査対象 

③ 調査方法 

板橋区では、専用のアンケートフォームを案内文及びChromebookにより通知し、オンライ

ンによる回答により実施しました。希望者には紙の調査票を郵送し、郵送による回答ができ

るようにしましたが、希望はありませんでした。 

④ 調査期間 

⑤ 回答状況 

 

⑥ 調査結果概要 

※第２章に未掲載の項目を中心に掲載しています。 

※表中の「n」は、その設問における回答数です。 

※板橋区との差異がみられないため他区の結果は省略しています。 
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１か月間の読書の状況 （学校の授業やインター

ネットを含む）［児童・生徒］ 

○全体では「読んだ」が86.5％となっており、

小学５年生では91.6％を占めています。 

○読書が好きな児童 ・生徒では93.5％が 「読ん

だ」と回答しており、逆に、読書がきらいな

児童 ・生徒では46.8％が 「読んでいない」と

回答しています。 

 

 

 

読書をしてよかったこと［児童・生徒］ 

○全体では「知っている言葉や漢字が増えた」

が55.0％で最も多く、以下 「本を読むことが

好きになった」が51.5％、「文章を読むのが早

くなった」が45.0％、「興味のあることが増え

た」が42.7％などとなっています。 

○小学２年生では 「本を読むことが好きになっ

た」が68.9％で最も多くなっています。 

○ほぼすべての項目において、読書が好きなほ

ど割合が高くなっており、読書による自身の

成長を実感することが “好き”につながって

いることがうかがえます。 

 

 

 

好きな本［児童・生徒］ 

○全体では 「マンガ」が60.1％で最も多く、以

下 「物語 ・童話」が57.1％、 「ゲーム」が32.3％、

「絵本」が29.6％、「図鑑」が27.0％などとな

っています。 

○ 「絵本」と 「図鑑」は小学２年生で多くなっ

ていますが、学年が高くなるほど少なくなっ

ています。 

○ 「マンガ」と 「物語 ・童話」は小学５年生と

中学２年生で多くなっており、小学５年生で

は 「物語 ・童話」が63.5％で最も多く、次い

で 「マンガ」が62.7％、中学２年生では 「マ

ンガ」が66.5％で最も多く、次いで「物語・

童話」が60.5％となっています。 

 

  



 

43 

本の選定方法［児童・生徒］ 

○全体では 「自分で選ぶ」が94.0％を占めてい

ます。 

○中学２年生では「テレビやインターネット」

が25.6％で第２位となっており、YouTubeや

TikTok、Instagramなど （記入欄より）を活用

して自分で選ぶ生徒が多いことがうかがえ

ます。 

○読書が好きなほど 「友達にすすめられた」や

「家族にすすめられた」など、人にすすめら

れたとの回答が多くなっており、他者とのコ

ミュニケーションにもつながっていること

がうかがえます。 

 

 

 

保護者の読書の好き嫌い［保護者］ 

○「好き」と回答したのは全体では40.5％で、

「どちらかといえば好き」と合わせると

79.7％を占めています。 

○年代による大きな差はみられず、いずれも約

８割が『好き』（好き＋どちらかといえば好

き）、約２割が 『嫌い』（嫌い＋どちらかとい

えば嫌い）と回答しています。 

 

 

 

保護者が子どもの頃の読み聞かせの経験 

［保護者］ 

○全体では「ときどき読んでもらった」が

44.4％で最も多く、以下 「よく読んでもらっ

た」が29.2％、「ほとんど読んでもらわなかっ

た」が26.2％となっています。 

○年代が低いほど 「よく読んでもらった」が多

く、10～20歳代では36.6％となっており、若

い世代に本の読み聞かせが広まっているこ

とがわかります。 

○読書が 「好き」と回答した保護者では、「よく

読んでもらった」が41.5％となっており、読

書の好き嫌いは、子どもの頃の本の読み聞か

せが影響していることがうかがえます。 

 



 

44 

子どもへの読み聞かせの状況［保護者］ 

○全体では 「たまにしている」が49.1％で最も

多く、以下 「よくしている」が43.4％、「して

いない」が7.5％となっています。 

○読書が好きなほど「よくしている」が多く、

読書が 「好き」と回答した保護者では56.4％

となっており、保護者の読書の好き嫌いは、

子どもの本の読み聞かせの機会に影響して

いることがうかがえます。 

○本を 「よく読んでもらった」と回答した保護

者では、「よくしている」が59.5％となってお

り、自分が子どもの頃の経験が、子どもへの

本の読み聞かせの機会に影響していること

がうかがえます。 

 
 
 
子どもの本の準備方法［保護者］ 

○全体では 「本屋で買う」が82.4％で最も多く、

以下「図書館で借りる」が73.1％、「インター

ネットで買う」が49.5％、「家にある本を読ま

せる」が48.2％などとなっています。 

○ 「図書館で借りる」と 「インターネットで買う」

との回答は、読書が好きなほど多くなってい

ます。 

○ 「本屋で買う」との回答は、年代や読書の好き

嫌いによる大きな差はなく、書店との連携が

重要であることがわかります。 

 
 
 
読み聞かせ以外の子どもへの読書活動 ［保護者］ 

○全体では「図書館や本屋に連れていく」が

70.7％で最も多く、以下 「本のことについて話

をする」が45.0％、「家に本をたくさん置く」

が40.4％、「子どもが本を読んだらほめる」が

34.2％などとなっています。 

○すべての年代で 「図書館や本屋に連れていく」

が最も多くなっています。 

○ 「いつでも本を買ってあげる」は、30歳以上で

はいずれも３割を超えていますが、10～20歳

代では12.2％にとどまっています。 

○ 「本のことについて話をする」や 「一緒に読書

をする」などは、読書の好き嫌いによる差が顕

著にみられ、読書が好きなほど様々な取組を

していることがうかがえます。 
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（２）子どもの読書活動推進に関するモニターアンケート 

 

① 調査目的 

板橋区では、子どもの豊かな感性や情緒を育て、生きる力を身につけることを目的に、子

どもの読書環境の整備を進めるとともに、家庭 ・地域 ・学校と連携して子どもの読書活動を

推進しています。 

そのため、子どもの読書活動の更なる向上及び将来に向けた子どもの読書環境の整備を目

的とし、アンケート調査を実施しました。 

② 調査対象 

③ 調査方法 

いたばし・タウンモニターは、郵送又はインターネット回答、いたばし・ｅモニターはイ

ンターネット回答により実施しました。 

④ 調査期間 

令和６年４月５日（金）から令和６年４月19日（金）まで 

⑤ 回答状況 

 

⑥ 調査結果概要 

 

子どもの読書環境に関する地域の状況 

○ 「良好」と 「やや良好」を合わせると40.2％、

「普通」が39.4％、「改善が必要」と 「やや

改善が必要」を合わせると20.5%となってい

ます。 

 

 

 

インターネットとデジタル最新技術の普及

が子どもたちの読書習慣に与える影響 

○「やや悪い影響を与える」が最も多い 

○保護者アンケートでも電子書籍に関する

回答比率が低く、子どもへの悪い影響を懸

念していることがうかがえます。  
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２ 第四期板橋区子ども読書活動推進計画検討委員会設置要綱 

令和６年７月10日 教育長決定 

令和７年４月１日 一部改正 

（設置目的） 

第１条 令和８年度を始期とする「第四期板橋区子ども読書活動推進計画」の策定にあたり、

その内容を検討するため、板橋区子ども読書活動推進計画検討委員会(以下、｢検討委員会｣

という。)を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討し、意見を述べるものとする。 

⑴ 子どもの読書活動の施策に関すること 

⑵ 板橋区子ども読書活動推進計画の策定に関すること 

⑶ その他必要な事項に関すること 

（組織の構成） 

第３条 検討委員会は、教育委員会が委嘱または任命する12名以内の委員で構成する。 

２ 検討委員会の委員は、次に掲げる者とする。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 地域教育力担当部長 

⑶ 区立小学校長代表 

⑷ 区立中学校長代表 

⑸ 区立幼稚園長代表 

⑹ 区立保育園長代表 

⑺ 区立児童館長代表 

⑻ 公募委員 

⑼ 司書有資格者 

⑽ 図書館ボランティア 

３ 委員長は、委員の互選により選出する。 

４ 副委員長は、委員長が指名する。 

５ 委員の４割以上は、女性とするよう努めるものとする。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、教育委員会において 「第四期板橋区子ども読書活動推進計画」が決定

されるまでの期間とする。 

 (委員長及び副委員長) 

第５条 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 (招集） 

第６条 検討委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長が決まるまでの間は庶務が招集す

る。 

２ 委員長は、第３条第２項第１号及び第８号並びに第９号を除く委員が欠席する場合、当該

各号に係る別の者を代理として、委員会に出席させることができる。 

（オンラインでの出席） 

第７条 委員又は検討委員会に関係する職員(以下、｢関係職員｣という。)は、映像及び音声の

送受信により即時に委員長及び当該委員又は関係職員の状態を相互に認識しながら通話す

る方法によって、検討委員会の会議に出席（以下、｢オンライン出席｣という。）することが
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できる。 

２ オンライン出席ができるのは、次のいずれかに該当する場合とする。 

⑴ 交通機関の途絶等により会議開催場所までの交通手段が確保できない場合 

⑵ 他の業務等により遠隔地に所在する場合 

⑶ その他委員長が必要と認める場合 

（オンライン出席の方法） 

第８条 オンライン出席をしようとする委員は、その都度、事前に庶務に連絡をしなければな

らない。 

２ 委員長は、会議前に通信機器の接続状況を確認し、音声及び映像により、相互の発言が認識

でき議論が的確に行える通信環境にある場合に限り、当該委員のオンライン出席を認定する。 

（通信が途絶えた場合の取り扱い） 

第９条 検討委員会の途中でオンライン出席している委員の通信が途絶え、復旧できない場合は、

通信が途絶えた時に行われていた議事以後、当該委員は当該委員会を退席したものとする。 

（意見の聴取） 

第10条 委員長は、必要があると認めたときは当該所掌事項について、識見を有する者を会議

に出席させ、意見や実情等の聴取を行うことができる。 

（報酬） 

第11条 検討委員会の委員（第６条第２項の規定による代理の者を含む。）及び前条に規定す

る者への報酬は、予算の定めるところにより支払う。 

２ 前項の規定に関わらず、公務で検討委員会に出席した板橋区職員及び板橋区立施設の職員

に対しては、報酬は支払わない。 

 (事務局) 

第12条 検討委員会の事務局の構成員は、次に掲げる者とする。 

⑴ 政策経営部ブランド戦略担当課長 

⑵ 障がい政策課長 

⑶ 子ども家庭部保育運営課長 

⑷ 子ども家庭部子育て支援課長 

⑸ 教育委員会事務局学務課長 

⑹ 教育委員会事務局指導室長 

⑺ 教育委員会事務局生涯学習課長 

⑻ 教育委員会事務局地域教育力推進課長 

⑼ 教育委員会事務局中央図書館長 

⑽ 区立図書館代表 

（庶務） 

第13条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局中央図書館において処理する。 

（委任） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会事務局地域教育力担当部長が

定める。 

 

付 則 

１ この要綱は、教育長決定の日から施行する。 

２ この要綱は、教育委員会において 「第四期板橋区子ども読書活動推進計画」が決定された

日をもって効力を失う。 

付 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  
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３ 第四期板橋区子ども読書活動推進計画検討委員会委員･識見者･

事務局 

（１）子ども読書活動推進計画検討委員会 

（２）識見者 
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（３）子ども読書活動推進計画策定事務局 
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４ 計画策定の経過（詳細） 
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